
　
佐
賀
県
育
英
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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佐
賀
県
条
例
第
三
十
号

  
　
　
佐
賀
県
育
英
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

佐
賀
県
育
英
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
佐
賀
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
も
の
」
の
下
に
「
及
び
海
外
留
学
を
行
う
も
の
」
を
加
え
る
。

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
育
英
学
生
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
育
英
資
金
」
を
「
経
済
的

理
由
に
よ
り
修
学
が
困
難
な
た
め
育
英
資
金
」
に
改
め
、
「
各
号
」
の
下
に
「
の
い
ず
れ
か
」

を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
ま
で
に
」
を
「
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
」
に
改
め
、
同
号
イ
中

「
佐
賀
県
内
」
を
「
県
内
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

海
外
留
学
の
た
め
育
英
資
金
の
貸
与
を
受
け
る
者
は
、
高
等
学
校
に
在
学
す
る
者
（
県

外
の
高
等
学
校
に
在
学
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
県
内
に
居
住
す
る
者
の
子
弟
で
あ
る
者
に

限
る
。
）
で
、
勉
学
に
意
欲
が
あ
る
も
の
の
中
か
ら
、
選
考
の
う
え
決
定
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
育
英
資
金
の
貸
与
額
」
を
「
育
英
学
生
に
貸
与
す
る
育
英
資
金
の
額
」

に
、
「
四
十
二
万
円
」
を
「
六
十
万
円
」
に
改
め
、
同
条
中
第
二
項
を
第
四
項
と
し
、
第
一

項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

育
英
学
生
に
貸
与
す
る
育
英
資
金
に
つ
い
て
は
、
入
学
時
に
二
十
万
円
以
内
の
額
を
加

算
し
て
貸
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

海
外
留
学
の
た
め
育
英
資
金
の
貸
与
を
受
け
る
者
に
対
す
る
育
英
資
金
の
額
は
、
百
万

円
以
内
と
す
る
。

第
五
条
中
「
第
二
条
各
号
の
一
」
を
「
第
二
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
育
英
学
生
」
を
「
育
英
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条

第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

育
英
学
生
の
う
ち
、
卒
業
後
県
内
に
お
い
て
居
住
し
、
又
は
就
業
し
た
者
で
、
規
則
で

定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
（
こ
れ
に
相
当
す
る
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
を
含
む
。）

に
つ
い
て
は
、
育
英
資
金
の
一
部
の
返
還
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
佐
賀
県
育
英
資
金
貸
与
条
例
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項

1



並
び
に
第
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
以
後
に
高
等
学
校
又
は
高

等
学
校
と
同
程
度
の
学
校
に
入
学
し
た
者
に
貸
与
す
る
育
英
資
金
か
ら
適
用
し
、
同
日
前

に
入
学
し
た
者
に
貸
与
す
る
育
英
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2



（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
向
学
心
に
富
み
、
有
能
な

素
質
を
有
す
る
生
徒
で
あ
つ
て
、
経
済
的
理
由
に

よ
り
修
学
が
困
難
な
も
の
及
び
海
外
留
学
を
行
う

も
の
に
対
し
育
英
資
金
を
貸
与
し
て
、
将
来
有
為

の
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
育
英
学
生
等
）

第
二
条

経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
が
困
難
な
た
め

育
英
資
金
の
貸
与
を
受
け
る
者
（
以
下
「
育
英
学

生
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
の
中
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
選
考
の
う
え

決
定
す
る
。

一

高
等
学
校
又
は
高
等
学
校
と
同
程
度
の
学
校

（
以
下
こ
れ
ら
を
「
高
等
学
校
」
と
い
う
。
）

に
在
学
す
る
者
で
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

イ

県
内
に
居
住
す
る
者
の
子
弟
で
あ
る
こ
と
。

ロ
〜
ニ

略

二

略

２

海
外
留
学
の
た
め
育
英
資
金
の
貸
与
を
受
け
る

者
は
、
高
等
学
校
に
在
学
す
る
者
（
県
外
の
高
等

学
校
に
在
学
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
県
内
に
居
住

す
る
者
の
子
弟
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
で
、
勉
学

に
意
欲
が
あ
る
も
の
の
中
か
ら
、
選
考
の
う
え
決

定
す
る
。

（
貸
与
）

第
三
条

育
英
学
生
に
貸
与
す
る
育
英
資
金
の
額
は
、

在
学
一
年
に
つ
き
六
十
万
円
以
内
と
す
る
。
た
だ

し
、
貸
与
期
間
は
、
当
該
高
等
学
校
の
正
規
の
修

学
期
間
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

２

育
英
学
生
に
貸
与
す
る
育
英
資
金
に
つ
い
て
は
、

改

正
　
　
　
後

参
考
資
料

佐
賀
県
育
英
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
係
る
新
旧
対
照
表

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
向
学
心
に
富
み
、
有
能
な

素
質
を
有
す
る
生
徒
で
あ
つ
て
、
経
済
的
理
由
に

よ
り
修
学
が
困
難
な
も
の
に
対
し
育
英
資
金
を
貸

与
し
て
、
将
来
有
為
の
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

（
育
英
学
生
）

第
二
条

育
英
資
金
の
貸
与
を
受
け
る
者
（
以
下

「
育
英
学
生
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
該

当
す
る
者
の
中
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
選
考
の
う
え
決

定
す
る
。

一

高
等
学
校
又
は
高
等
学
校
と
同
程
度
の
学
校

（
以
下
こ
れ
ら
を
「
高
等
学
校
」
と
い
う
。
）

に
在
学
す
る
者
で
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
該

当
す
る
も
の

イ

佐
賀
県
内
に
居
住
す
る
者
の
子
弟
で
あ
る

こ
と
。

ロ
〜
ニ

略

二

略

（
貸
与
）

第
三
条

育
英
資
金
の
貸
与
額
は
、
在
学
一
年
に
つ

き
四
十
二
万
円
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
貸
与
期

間
は
、
当
該
高
等
学
校
の
正
規
の
修
学
期
間
を
超

え
て
は
な
ら
な
い
。

改
　
　
　
正
　
　
　
前
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入
学
時
に
二
十
万
円
以
内
の
額
を
加
算
し
て
貸
与

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

海
外
留
学
の
た
め
育
英
資
金
の
貸
与
を
受
け
る

者
に
対
す
る
育
英
資
金
の
額
は
、
百
万
円
以
内
と

す
る
。

４

略
（
貸
与
の
廃
止
）

第
五
条

育
英
学
生
が
第
二
条
第
一
項
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
な
く
な
り
、
か
つ
、
育
英
学
生
と

し
て
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
た
と
き
は
、
育
英

資
金
の
貸
与
を
廃
止
す
る
。

（
返
還
免
除
）

第
八
条

育
英
学
生
の
う
ち
、
卒
業
後
県
内
に
お
い

て
居
住
し
、
又
は
就
業
し
た
者
で
、
規
則
で
定
め

る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
（
こ
れ
に
相
当
す
る
者

と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
を
含
む
。
）
に
つ
い
て

は
、
育
英
資
金
の
一
部
の
返
還
を
免
除
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２

育
英
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
の
死
亡
そ
の
他

規
則
で
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
場
合
は
、
育
英

資
金
の
全
部
又
は
一
部
の
返
還
を
免
除
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 改

正

後

参
考
資
料

２

略
（
貸
与
の
廃
止
）

第
五
条

育
英
学
生
が
第
二
条
各
号
の
一
に
該
当
し

な
く
な
り
、
か
つ
、
育
英
学
生
と
し
て
適
当
で
な

い
と
認
め
ら
れ
た
と
き
は
、
育
英
資
金
の
貸
与
を

廃
止
す
る
。

（
返
還
免
除
）

第
八
条育

英
学
生
の
死
亡
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
由

に
該
当
す
る
場
合
は
、
育
英
資
金
の
全
部
又
は
一

部
の
返
還
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

改
　
　
　
正
　
　
　
前
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